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会   議   録             

会議の名称 本庄市農業振興整備促進審議会 

開 催 日 時 令和 7 年１１月１８日（火） 
午後２時００分から 

午後２時４５分まで 

開 催 場 所 児玉総合支所 ２階会議室Ａ・Ｂ 

出 席 者 

堀口委員、小林委員、田端委員、細野委員、内田委員、金井委員、 

五十嵐雅樹委員、岩上委員、田島委員、宮部委員、津久井委員、 

立石委員、五十嵐清美委員 

欠 席 者 なし 

議  事 

（次  第） 

 １開  会 

  

 2 あいさつ 

 

 3 議  事 

第１号議案 本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について 

第２号議案 本庄農業振興地域整備計画（案）について 

第３号議案 意見書について 

 4 閉  会 

配 付 資 料 

・本庄市農業振興整備促進審議会次第 

・本庄市農業振興地域整備促進審議会 議案資料 

・本庄農業振興地域整備計画書（案） 

・本庄農業振興地域整備計画変更概要書 

・意見書 

その他特記事項 
本庄市情報公開条例第７条第４号及び本庄市農業振興整備促進審議会規則

第２条の規定により、議事については非公開とする。 

主 管 課 農政課 

 
公開 
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会 議 の 経 過 

発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（倉林補佐） 

定刻となりましたので、始めさせていただきます。本日は、お忙しい中、ご参会く

ださいましてありがとうございます。 

 これより、審議会の進行を務めさせていただきます、農政課の倉林です。 

 審議に入る前に、事務局から３点報告がございます。 

 まず、本日の審議会ですが、出席者１３名で、本庄市農業振興整備促進審議会

条例第５条第２項の規定により会議が成立していることを報告いたします。 

 次に、議事につきましては、本庄市農業振興整備促進審議会規則第２条及び本

庄市情報公開条例第７条第４号により非公開といたします。 

 最後に、本庄市農業振興整備促進審議会規則第３条により事前公表した傍聴

人は１０人のところ０人です。 

 それでは、お手元の次第により始めさせていただきます。五十嵐副会長に開会

のことばをお願いします。 
五十嵐副会長 （開会のことば） 

事務局 

（倉林補佐） 
ありがとうございました。 

続きまして、田島会長よりご挨拶をお願いします。 

田島会長 （会長あいさつ） 

事務局 

（倉林補佐） 

ありがとうございました。 

それでは、これより議事に入ります。議事進行につきましては、田島会長にお願い

します。 

議長 

（田島会長） 

（議事録署名人

指名） 

 

（議事上程） 

はじめに、議事の進行にあたり、議事３につきましては、事務局の報告のとおり

非公開とします。 

 

 次に、議事録署名人の指名を行います。立石勝義委員、五十嵐清美委員を議

事録署名人に指名します。  

 

 それでは、議事（３）第１号議案「本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計

画）の変更について」から第３号議案「意見書について」までの３議案について、関

連しておりますので一括議題として上程します。事務局の説明を求めます。 

事務局 

（中西課長） 

それでは、第１号議案「本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更

について」から第３号議案「意見書について」までの３議案につきまして、一括して

ご説明いたします。 

はじめに、１号議案「本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更に

ついて」の議案を説明させていただきますが、議案資料について、ページの差し
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替えがございます。 

（第１号議案から第２号議案、配布資料により説明。） 

本庄市情報公開条例第７条第４号及び本庄市農業振興整備促進審議会規則

第２条の規定に該当するため非公開。 

続きまして、第３号議案「意見書について」をご説明いたします。委員の皆さ

まには議案の配布に際しまして、期間が短く大変心苦しいところではありました

が、１１月１４日までを目途に修正等のご意見を伺い、結果、内容に特段修正等

の指摘はございませんでした。 

 本議案でございますが、第 2 号議案としてご審議を頂く、本庄農業振興地域

整備計画の見直しを契機に、本審議会として本庄農業振興地域整備計画に

おける将来ビジョンについて、委員の皆さまの意見としてとりまとめ、本庄市長

あてに議案資料別冊の「意見書」のとおり提出するものでございます。 

 意見書は、前回、平成２９年に提出した意見書及び現在見直しを進める本

庄農業振興地域整備計画書を踏まえ、各地域の現状及び各地域の意見につ

いてまとめたものでございます。本日委員の皆さまによるご審議のうえ、ご同

意を頂きまして、本審議会を構成する委員の皆さまの名簿を添付し、１２月 

２日本審議会会長より本庄市長へ意見書を手交したいと存じます。 

以上で３議案につきましての説明を終わります。よろしくご審議賜わりますよう

お願いいたします。 

以上でございます。 

議長 

（田島会長） 

それでは、第１号議案から第３号議案までについて、一括質疑を行います。質疑

のある方は、挙手をお願いします。質疑が無いようですので、採決に入ります。 

第１号議案について、原案のとおり決することに、賛成の委員の挙手を求めます。

（全員の挙手）挙手者総員であります。 

第２号議案について、原案のとおり決することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員の挙手）挙手者総員であります。 

第３号議案について、原案のとおり決することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員の挙手）挙手者総員であります。 

以上で、本日の議案審議はすべて終了しました。議長の任を降ろさせて頂きま

す。委員の皆さまにおかれましては、ご協力ありがとうございました。 
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事務局 

（倉林補佐） 

ありがとうございました。本日予定しておりました議事は終了いたしました。 

第１号議案、第２号議案に関しては、事務局が議案資料を回収いたしますので、

そのまま机の上に置いていっていただきますようお願いいたします。 

以上をもちまして終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

 


